
消防法施行規則の一部を改正する省令（案）等について 

平成２５年１２ 月 

消 防 庁 予 防 課 

【改正概要】 

  消防法施行規則の一部を改正する省令（案）において、消防法施行令（以下「令」

という。）第 12条第１項第１号及び第９号に規定する「火災発生時の延焼を抑制する

機能を備える構造として総務省令で定めるもの」及び令第 12条第１項第１号ロに規定

する「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者」を規定する等の見

直しを行うほか、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に

供する設備等に関する省令（案）等を制定するものである。 

  また、消防法施行令第 36条の２第１項各号及び第２項各号に掲げる消防用設備等に

類するものを定める件等について所要の見直しを行うものである。 

１．消防法施行規則の一部を改正する省令（案）について 

【改正理由】 

消防法施行令の一部を改正する政令（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）による令第

12条第１項第１号の改正により、令別表第１（６）項ロに掲げる避難が困難な者が多

く入所する社会福祉施設には、原則として延べ面積に関わらずスプリンクラー設備の

設置が義務付けられた。 

これに伴い、スプリンクラー設備の設置を要しない「火災発生時の延焼を抑制する

機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの」について、延べ面積 275

㎡未満の施設に係る規定を整備するとともに、スプリンクラー設備の設置義務に係る

要件の一部となる令第 12条第１項第１号ロに規定する「介助がなければ避難できない

者として総務省令で定める者」について、その具体的な内容を定めるものである。 

また、消防法及び消防法施行令の一部改正（平成 25年政令第 88号）を契機に、自

主表示対象機械器具等の製造業者等が届け出なければならない事項・様式を明確化す

るものである。 

【改正内容】 

（１） 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造（第 12条の２関係） 

○第１項第１号

延べ面積 275㎡未満の施設について、従前の延べ面積 1,000㎡未満の施設に係る規定

を適用するものとする。ただし、延べ面積が 275㎡未満の施設のうち、利用者の居室が

避難階のみに存するものであって、第２項第２号の要件を満たすものについては、この

号ロ本文に規定する内装制限を要しないものとする。 

○第２項

 延べ面積が 100㎡未満の小規模な施設のうち、次の各号のいずれかに定めるところに

よるものとする。 

第 1号…内装を準不燃材料等で仕上げたもの 
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 第 2号…避難が容易な構造を有する施設のうち、入所者等が避難に要する時間として消

防庁長官が定める方法により計算した時間が、火災発生時に確保すべき避難時

間として消防庁長官が定める時間を超えないもの 

 

（２）介助がなければ避難できない者（第 12条の３関係） 

  乳児及び幼児並びに令別表第１（６）項ロ（２）、（４）及び（５）に規定する施設

に入所する者（同項ロ（５）に規定する施設に入所する者にあっては、同項ロ（５）に

規定する避難が困難な障害者等に限る。）のうち、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

 １．認定調査項目（障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に

関する省令（仮称。厚生労働省において制定予定。）別表第一に掲げる項目をいう。

以下同じ。）３の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必

要」に該当しない者 

２．認定調査項目３の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が

必要」に該当しない者 

３．認定調査項目６の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支

援が必要」に該当しない者 

４．認定調査項目６の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者 

５．認定調査項目８の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない

者 

６．認定調査項目８の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者 

  

（３）自主表示対象機械器具等に係る届出事項の明確化（第 44条の２関係） 

消防法及び消防法施行令の一部改正により自主表示対象機械器具等の種類が増える

ことから、自主表示対象機械器具等が規格に適合することを確認する各試験が確実に

実施されるよう、手続き面を見直すこととし、試験の結果並びに試験の実施に必要な

検査内容及び検査設備に関する事項のうち消防庁長官が定めるものを届出事項とする

ことを規定する。 

※ 試験の結果については、別記様式第９号の添付資料として提出を求める。 

 

【施行期日】 

 平成 27年４月１日（（３）については公布の日） 
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２．入居者等の避難に要する時間の算定方法及び火災発生時に確保すべき

避難時間の基準を定める件（案）について 

 

【制定理由】 

スプリンクラー設備を設置することを要しない構造として消防法施行規則の一部

を改正する省令（案）による改正後の消防法施行規則第 12条の２第２項第２号に規定

されるもののうち、消防庁長官が定めることとされている入居者等の避難に要する時

間の算定方法及び火災発生時に確保すべき避難時間の基準を定めるものである。 

【制定内容】 

○入居者等の避難に要する時間の計算方法 

 次に掲げる時間を合算した時間 

 ・入居者等が避難を開始するまでに要する時間 

 ・入居者等が屋外までの避難を完了するまでに要する時間 

○火災発生時に確保すべき避難時間の基準 

 次に掲げる各条件に応じ掲げる時間 

 ① 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたもの：４分 

 ② 次の式に該当する場合：４分 

居室の床面積×（床面から天井までの高さ－1.8ｍ）≧200㎥ 

 ③ 上記①及び②のすべてに該当するもの：５分 

 ④ 上記①及び②のいずれにも該当しないもの：３分 

 

【施行期日】平成 27年４月１日 
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消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
構
造

）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
防
火
区
画
）

第
十
二
条
の
二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定

第
十
二
条
の
二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定

め
る
構
造
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に

め
る
構
造
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に

応
じ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の

応
じ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の

部
分
に
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

部
分
に
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は

一

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は

そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

次
に
定
め

そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
居
室
を
準
耐
火
構
造
（
建
築
基

イ

当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
居
室
を
準
耐
火
構
造
（
建
築
基

準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同

準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
壁
及
び
床
で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

じ
。
）
の
壁
及
び
床
で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除

く
。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ

く
。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ

つ
て
は
準
不
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す

つ
て
は
準
不
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す

る
準
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ

る
準
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ

て
は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
専
ら
当
該
施
設

て
は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



の
職
員
が
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
居
室
以
外
の
居
室
（
次
項
に

お
い
て
「
入
居
者
等
の
利
用
に
供
す
る
居
室
」
と
い
う
。
）
が
避
難
階

の
み
に
存
す
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
二
百
七
十
五
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の
の
う
ち
、
次
項
第
二
号
に
定
め
る
構
造
を
有
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
防
火
戸
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
防
火
戸
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以

外
の
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随
時

外
の
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随
時

開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
又
は
次
に
定
め
る
構

開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
又
は
次
に
定
め
る
構

造
の
も
の
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と

造
の
も
の
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と

随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
（
イ
オ
ン
化
式

随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
（
イ
オ
ン
化
式

(ｲ)

(ｲ)

ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
、
光
電
式
感
知
器
及
び
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型

ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
、
光
電
式
感
知
器
及
び
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型

感
知
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
こ

感
知
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
こ

と
。

と
。

居
室
か
ら
地
下
に
通
ず
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
設
け
る

居
室
か
ら
地
下
に
通
ず
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
設
け
る

(ﾛ)

(ﾛ)

も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
自
動
的

も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
自
動
的

に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及
び
下
端
の
床

に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及
び
下
端
の
床

面
か
ら
の
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、

面
か
ら
の
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、

一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ

一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ

と
。

と
。



ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で

ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
が
四
以
上
の
居
室
を
含
ま
な

あ
り
、
か
つ
、
区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
が
四
以
上
の
居
室
を
含
ま
な

い
こ
と
。

い
こ
と
。

二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は

二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は

そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

次
に
定
め

そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
居
室
を
耐
火
構
造
の
壁
及
び
床

イ

当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
居
室
を
耐
火
構
造
の
壁
及
び
床

で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除

く
。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ

く
。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ

つ
て
は
準
不
燃
材
料
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
難
燃
材
料
で
し

つ
て
は
準
不
燃
材
料
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
難
燃
材
料
で
し

た
も
の
。

た
も
の
。

ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
（
以
下
「
特
定
防
火
設
備
で
あ

定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
（
以
下
「
特
定
防
火
設
備
で
あ

る
防
火
戸
」
と
い
う
。
）
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以
外
の

る
防
火
戸
」
と
い
う
。
）
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以
外
の

開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随
時
開
く

開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随
時
開
く

こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
若
し
く
は
次
に
定
め
る
構

こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
若
し
く
は
次
に
定
め
る
構

造
の
も
の
又
は
鉄
製
網
入
り
ガ
ラ
ス
入
り
戸
（
二
以
上
の
異
な
つ
た
経

造
の
も
の
又
は
鉄
製
網
入
り
ガ
ラ
ス
入
り
戸
（
二
以
上
の
異
な
つ
た
経



路
に
よ
り
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
出
入
口
以
外
の
開
口
部

路
に
よ
り
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
出
入
口
以
外
の
開
口
部

で
、
直
接
外
気
に
解
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
面

で
、
直
接
外
気
に
解
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
面

し
、
そ
の
面
積
の
合
計
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に
設
け
る
も

し
、
そ
の
面
積
の
合
計
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に
設
け
る
も

の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
の
作
動
と
連
動

随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
の
作
動
と
連
動

(ｲ)

(ｲ)

し
て
閉
鎖
す
る
こ
と

し
て
閉
鎖
す
る
こ
と

居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に

居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に

(ﾛ)

(ﾛ)

も
う
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く
こ
と
が
で
き
、
か

も
う
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く
こ
と
が
で
き
、
か

つ
、
自
動
的
に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及

つ
、
自
動
的
に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及

び
下
端
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー

び
下
端
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

ト
ル
以
上
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
こ
と
。

下
で
あ
る
こ
と
。

ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
こ
と
。

下
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防

（
追
加
）

火
対
象
物
（
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
令
別
表
第
一
㈥
項
ロ
と
み
な
し
て
同

号
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
入
居
者
等
の
利
用
に
供

す
る
居
室
が
避
難
階
の
み
に
存
す
る
も
の
で
、
延
べ
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
（
前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画

を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の

総
務
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
と
す
る
。



一

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面

す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）

の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ
て
は
準

不
燃
材
料
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

居
室
を
壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
屋

根
）
で
区
画
し
、
出
入
口
に
戸
（
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装

置
付
き
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に

適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
入
居
者
等
（
入
居
者
、
入
所
者
又
は
宿
泊
者
を

い
う
。
）
の
避
難
に
要
す
る
時
間
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に

よ
り
算
定
し
た
時
間
が
、
火
災
発
生
時
に
確
保
す
べ
き
避
難
時
間
と
し
て

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

第
二
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
場
所
を
除
き
、
自
動
火
災

報
知
設
備
の
感
知
器
は
、
煙
感
知
器
で
あ
る
こ
と
。

ロ

入
居
者
等
の
利
用
に
供
す
る
居
室
に
、
火
災
発
生
時
に
当
該
施
設
の

関
係
者
が
屋
内
及
び
屋
外
か
ら
容
易
に
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
開
口

部
を
設
け
る
こ
と
。

ハ

ロ
の
開
口
部
は
、
道
又
は
道
に
通
ず
る
幅
員
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
通

路
そ
の
他
の
空
地
に
面
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

ロ
の
開
口
部
は
、
そ
の
幅
、
高
さ
及
び
下
端
の
床
面
か
ら
の
高
さ
そ

の
他
の
形
状
が
、
入
居
者
等
が
内
部
か
ら
容
易
に
避
難
す
る
こ
と
を
妨

げ
る
も
の
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。



ホ

入
居
者
等
の
利
用
に
供
す
る
居
室
か
ら
二
以
上
の
異
な
っ
た
避
難
経

路
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

（
介
助
が
な
け
れ
ば
避
難
で
き
な
い
者
）

第
十
二
条
の
三

令
第
十
二
第
一
項
第
一
号
ロ
の
介
助
が
な
け
れ
ば
避
難
で
き

（
追
加
）

な
い
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
乳
児
及
び
幼
児
並
び
に
令
別
表

第
一
㈥
項
ロ
⑵
、
⑷
及
又
は
⑸
に
規
定
す
る
施
設
に
入
所
す
る
者
（
同
項
ロ

⑸
に
規
定
す
る
施
設
に
入
所
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
ロ
⑸
に
規
定
す
る

避
難
が
困
難
な
障
害
者
等
に
限
る
。
）
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
と
す
る
。

一

認
定
調
査
項
目
（
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査

及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第

●
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
項
目
を
い
う
。
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
三
の
群
「
移
乗
」
に
お
い
て
、
「
支
援
が
不
要
」
又
は
「
見
守
り

等
の
支
援
が
必
要
」
に
該
当
し
な
い
者

二

認
定
調
査
項
目
三
の
群
「
移
動
」
に
お
い
て
、
「
支
援
が
不
要
」
又
は

「
見
守
り
等
の
支
援
が
必
要
」
に
該
当
し
な
い
者

三

認
定
調
査
項
目
六
の
群
「
危
険
の
認
識
」
に
お
い
て
、
「
支
援
が
不

要
」
又
は
「
部
分
的
な
支
援
が
必
要
」
に
該
当
し
な
い
者

四

認
定
調
査
項
目
六
の
群
「
説
明
の
理
解
」
に
お
い
て
、
「
理
解
で
き

る
」
に
該
当
し
な
い
者

五

認
定
調
査
項
目
八
の
群
「
多
動
・
行
動
停
止
」
に
お
い
て
、
「
支
援
が



不
要
」
に
該
当
し
な
い
者

六

認
定
調
査
項
目
八
の
群
「
不
安
定
な
行
動
」
に
お
い
て
、
「
支
援
が
不

要
」
に
該
当
し
な
い
者

※
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
つ
い
て
、
別
紙
概
要
の
と
お
り
改
正
を
検
討
中



 1 

○
消
防
庁
告
示
第

号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
居
者
等
の

避
難
に
要
す
る
時
間
の
算
定
方
法
及
び
火
災
発
生
時
に
確
保
す
べ
き
避
難
時
間
の
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成

年

月

日

消
防
庁
長
官

大
石

利
雄

入
居
者
等
の
避
難
に
要
す
る
時
間
の
算
定
方
法
及
び
火
災
発
生
時
に
確
保
す
べ
き
避
難
時
間
の
基
準
を
定
め
る
件

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
、
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第

二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
居
者
、
入
所
者
又
は
宿
泊
者
（
以
下
「
入
居
者
等
」
と
い
う
。
）
の
避
難
に
要
す
る
時

間
の
算
定
方
法
及
び
火
災
発
生
時
に
確
保
す
べ
き
避
難
時
間
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

入
居
者
等
の
避
難
に
要
す
る
時
間
の
算
定
方
法



 2 

入
居
者
等
の
避
難
に
要
す
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
間
を
合
算
し
た
時
間

と
す
る
。

一

入
居
者
等
が
避
難
を
開
始
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間

施
設
の
延
べ
面
積
（
単
位

㎡
）
の
平
方
根
を
三
十
で
除
し
て

得
た
値
（
単
位

分
）

二

入
居
者
等
が
屋
外
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

(一)

(三)

該
区
分
に
掲
げ
る
時
間
を
合
算
し
た
時
間

入
居
者
等
の
存
す
る
各
居
室
に
介
助
者
が
至
る
の
に
要
す
る
時
間

各
居
室
か
ら
の
避
難
経
路
上
の
移
動
距
離
を
次

(一)
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
介
助
者
の
移
動
速
度
で
除
し
て
得
た
時
間
を
合
算
し
た
時
間

イ

介
助
者
の
移
動
速
度
（
階
段
上
り
）

分
速
五
十
四
メ
ー
ト
ル

ロ

介
助
者
の
移
動
速
度
（
階
段
下
り
）

分
速
七
十
二
メ
ー
ト
ル

ハ

介
助
者
の
移
動
速
度
（
階
段
以
外
に
お
け
る
移
動
）

分
速
百
二
十
メ
ー
ト
ル

介
助
用
具
が
必
要
な
入
居
者
等
が
そ
れ
ぞ
れ
乗
り
換
え
等
の
準
備
に
要
す
る
時
間

介
助
用
具
等
が
必
要
な
入
居
者

(二)
等
の
数
（
二
に
満
た
な
い
場
合
は
二
と
す
る
。
）
に
〇
・
五
（
単
位

分
）
を
乗
じ
て
得
た
時
間
を
合
算
し
た
時
間



 3 

入
居
者
等
を
屋
外
ま
で
介
助
し
て
避
難
さ
せ
る
の
に
要
す
る
時
間

各
居
室
か
ら
の
避
難
経
路
上
の
移
動
距
離
を
介

(三)
助
さ
れ
た
入
居
者
等
の
移
動
速
度
（
分
速
三
十
メ
ー
ト
ル
）
で
除
し
て
得
た
時
間
を
合
算
し
た
時
間

第
三

火
災
発
生
時
に
確
保
す
べ
き
避
難
時
間
の
基
準

火
災
発
生
時
に
確
保
す
べ
き
避
難
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。

一

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
を
難
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
六
号

に
規
定
す
る
難
燃
材
料
を
い

う
。
）
で
し
た
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
分

二

次
の
式
に
当
て
は
ま
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
分

居
室
の
床
面
積

×

（床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
－

1.8m

）≧
200
㎥

三

前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

五
分

四

一
又
は
二
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

三
分
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附

則

こ
の
告
示
は
平
成

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。
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